
高予第３５号

第４回　令和６年度高砂市水道事業会計補正予算

　（総　　則）

第１条 令和６年度水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（収益的支出の補正）

第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（科　　目） 　 （　　計　　）

　第１款 水道事業費用 1,382,252 千円 570 千円 1,382,822 千円

第１項 営業費用 1,258,013 千円 570 千円 1,258,583 千円

　（資本的支出の補正）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額488,929千円は、過年度及び当年度分損益

  勘定留保資金等で補てんするものとする。」を 「不足する額490,714千円は、過年度

　及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の

　予定額を次のとおり補正する。

支 出

（科　　目） 　 （　　計　　）

　第１款 資本的支出 1,480,455 千円 1,785 千円 1,482,240 千円

第１項 建設改良費 1,115,529 千円 1,785 千円 1,117,314 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　科　　目　） 　（既決予定額） 　（補正予定額） 　　（　　計　　）

　　職員給与費 117,806 千円 2,355 千円 120,161 千円

令和６年１２月１６日提出

高 砂 市 長 都　倉　　達　殊

   （既決予定額） 　（補正予定額）

　（補正予定額）   （既決予定額）



高予第３６号

第１回　令和６年度高砂市工業用水道事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和６年度工業用水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第２条　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（既決予定額） 　（補正予定額） 　（　　計　　）

　　第１款 工業用水道事業費用 297,230 千円 0 千円 297,230 千円

　　第１項 営業費用 278,320 千円 0 千円 278,320 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第３条　予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

　　（科　　目） （既決予定額） 　（補正予定額） 　（　　計　　）

　　職 員 給 与 費 96,050 千円 945 千円 96,995 千円

令和６年１２月１６日提出

高 砂 市 長 都　倉　　達　殊

　　（ 科　目 ）



高予第３７号

第３回　令和６年度高砂市下水道事業会計補正予算

　（総　　則）

第１条 令和６年度下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（収益的支出の補正）

第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

　（科　　目）  （　　計　　）

　第１款 下水道事業費用 3,957,492 千円 4,364 千円 3,961,856 千円

第１項 営業費用 3,574,533 千円 4,364 千円 3,578,897 千円

　（資本的支出の補正）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額2,052,826千円は、過年度及び当年度分損益

 定額を次のとおり補正する。

支 出

　（科　　目）  （　　計　　）

　第１款 資本的支出 3,020,205 千円 685 千円 3,020,890 千円

第１項 建設改良費 795,822 千円 685 千円 796,507 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　科　　目　） 　（既決予定額） 　（補正予定額） 　　（　　計　　）

　　職員給与費 255,571 千円 5,049 千円 260,620 千円

令和６年１２月１６日提出

高 砂 市 長　 　都　倉　　達　殊

（既決予定額）

（既決予定額）

 勘定留保資金等で補てんするものとする。」を 「不足する額2,053,511千円は、過年度

　及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予

 （補正予定額）

 （補正予定額）



高予第３８号

（総則）

第１条　令和６年度高砂市病院事業会計補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

　第１款　病院事業費用

　　第１項　医業費用

　　第３項　訪問看護
ステーション費用

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正）

第３条　予算第９条に定めた職員給与費「3,026,039千円」を「3,112,700千円」に改める。

令和６年１２月１６日提出

高砂市長　　都倉　達殊

　　（既決予定額） （補正予定額） （計）

5,313,859千円5,227,198千円

5,111,188千円 85,353千円

86,661千円

第２回　令和６年度　高砂市病院事業会計補正予算

5,196,541千円

48,024千円 1,308千円 49,332千円

支　　　出

（科　　目）


	01 水道
	02 工水
	03 下水
	04 病院

